
市長定例記者会見

令和５年１０月４日

桑名市



SDGｓキッズスタートアップアドベンチャー

最新テクノロジーやカル
チャーで、子どもたちの
SDGsの扉を開く！
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概要

次世代を担う小学生が、SDGsの17の持続可能な開発目標を実体験するとともに、
スタートアップについても学び「ミライのシゴト」を体感する体験型事業です。国連地域
開発センターが特別パートナーとなり、参加者、地元企業と協働で、桑名市をフィールド
にSDGｓの目標に向けた取組みを広く発信をします。

参加対象者

日程

令和5年11月25日（土）～26日（日） ※25日養老町、26日桑名市

小学5～6年生 定員30名

メイン会場

桑名市
神馬の湯、リサイクルの森、
なばなの里

養老町 ミズノ テクニクスほか

リサイクルの森
マスコットキャラクター

SDGｓキッズスタートアップアドベンチャー
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プログラム内容 ①

場所 授業内容 学ぶことのポイント SDGsの目標

神馬の湯
健康増進ビジネ
スや雇用創出に
ついて学ぶ

①雇用創出、地域活性化の地方創生のモ
デル
②市としての構想 「健康増進施設の建
設」と民間企業のビジネスが一致
③公民連携

桑名広域清
掃組合

リサイクルの森
でごみ処理見学

①ごみ焼却から発電をする循環型社会
②ごみ問題
③ごみの排出抑制による循環型社会
カーボンニュートラル
④ごみの排出抑制による循環型社会 プ
ラごみ削減

なばなの里
観光業のSDGs
を体感

①雇用創出、地域活性化のモデル
②観光産業における地域活性化の発展

SDGｓキッズスタートアップアドベンチャー
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場所 授業内容 学ぶことのポイント SDGsの目標

なばなの里

桑名市長特別授業

「放置竹林対策」と
「はまぐりを育む桑
名の漁業」につい
て学ぶ

①放置竹林を減少させるため、竹を
資源として循環させることやタケノコ
の利用への取組み
②漁獲量が減少してした“桑名のはま
ぐり”復活に向けて漁協、県、市が一
体となった取組み

なばなの里

MTG Ventures 
藤田社長

「スタートアップの
世界」を学ぶ

世界の有名な起業家が目指すミラ
イや、事例をまじえての、スタートアッ
プの世界についての講義

SDGｓキッズスタートアップアドベンチャー

プログラム内容 ②
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＜桑名市独自の取組み＞

市内からの参加者には、

を、

市外からの参加者には、

を授与します。

これからも市内・外に向けてSDGsを
広く発信していきます！

SDGｓキッズスタートアップアドベンチャー
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参加する子どもたち

運営事務局
企業

学生ボラン
ティア

市内の視察
先企業

桑名市をフィールドとしたSDGs普及啓発事業

後援

国交省・経産省

就職し、社会で
SDGsを普及

発信

発信
啓発

大学や、1,000人以上の
民間企業20社以上で講義

発信
HP等で、SDGs
の取り組み発信

国連

特別パートナー

支援

取り組みに
ついて発表

取材
マスコミや
高校・大学

発信

メディア掲載

各母校でSDGsの取
り組みについて発表

企業版ふるさと納税
民間企業
養老町

・SDGsによる普
及啓発認知度向上
・人材の育成

目的
・SDGs普及・啓発の促進
効果
・桑名市をフィールドに、SDGsに係る関係人口の増加を図る。
・桑名市のSDGs事業に対する認知度を向上させる。
・市内の人のSDGsへの理解を深める。

目的と効果
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不適切保育の再発防止に向けた

市の対応方針について
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• 長寿認定こども園において発生した不適切保育事案について、園

の対応及び市の対応の両面から背景を探り、以後の不適切保育等

の再発防止を図るため、外部の有識者を構成員とする第三者委員

会を設置した。

• この第三者委員会が、9月11日に報告書をとりまとめ、市及び園

（法人）に報告・提言を行った。

• この報告・提言における、市に対する具体的な提言を踏まえて、今

後の市の対応方針を、今回公表する。

不適切保育の再発防止に向けた市の対応方針
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１．桑名市が目指すべき保育の実現

（1）子どもの権利条例の制定

＜第三者委員会の提言＞
子どもの権利条約に基づく子どもの権利保障をはかる総合条例である、子ども
の権利条例の制定

• 子どもを権利の主体として尊重し、子どもの最善の利益を図る

ため、子どもの権利条例の制定に向けて早期に取り組む

①すでに教育福祉常任委員会で勉強会を行っており、市議会と

連携・協力しながら進める。

②子どもや若者の意見を反映する。
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不適切保育の再発防止に向けた市の対応方針



（2）子どもの権利擁護機関の設置

（３）市独自の保育士配置基準の設定

＜第三者委員会の提言＞
公的第三者機関であり、子どもの相談・救済機関となる子どもの権利擁護機関
の設置

• 既に設置している自治体事例の調査研究や三重県との協議も

進めていく。

＜第三者委員会の提言＞
保育現場に、子どもの保育を行う保育士等を増員し、定員に応じて１人～２人の
正規職員を配置できるようにする

• 配置基準の緩和や労働環境改善につながるような補助金を市

独自で検討する。
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不適切保育の再発防止に向けた市の対応方針



２．不適切保育の未然防止

（1）発達支援を含めた私立保育園へのサポート体制の充実

＜第三者委員会の提言＞
市に対して発達に支援が必要な子どもへの対応の要請があった場合には、園・
市の役割分担を明確にした上で、保護者に寄り添い、利用できるサービス等につ
いて説明を尽くす必要がある

• サポート体制の充実と、より効果的な助言を行えるように、民間

の力を活用した相談体制の強化を図る。

• 特に発達支援においては、市内の発達支援の拠点である児童発

達支援センターと連携した巡回支援を行う。
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不適切保育の再発防止に向けた市の対応方針



（2）不適切保育対応のガイドライン、マニュアルの作成

（３）保育の質の確保のための研修等のバックアップ

＜第三者委員会の提言＞
市には、不適切保育に関する情報提供があったときの対応や、その未然防止の
ためのガイドライン、マニュアルなどがなく、マニュアル等の作成は早急に取り組む
べき

• 10月末までに、私立保育園、関係機関と連携して、不適切保育

対応のガイドライン、マニュアルを作成する。

＜第三者委員会の提言＞
市が主体となって、従事者が参加しやすい研修を定期的に開催することが求め
られ、園からの希望も踏まえた実情に合わせた研修を実施

• 今年度、既に公立・私立の全職員に向けた不適切保育に係る研

修を実施したが、今後も、公立・私立の全職員に向けた研修を定

期的に開催する。その際には、リモートやオンデマンドなどの活

用も導入する。 13

不適切保育の再発防止に向けた市の対応方針



（4）未然防止のための第三者評価の導入

（５）監査の確実な実施

＜第三者委員会の提言＞
園における施設運営体制や保育の質について、公正中立な立場の第三者の視
点で評価するシステムの導入を検討されたい

• 市内の就学前施設の運営体制や保育の実施状況を公正・中立な

立場で助言確認できるように、民間事業者を加えた巡回支援体

制を構築する。

• 私立保育園等で第三者評価を取り入れた園に対して国の補助金

に市独自での上乗せを検討し、第三者評価導入の促進を図る。

＜第三者委員会の提言＞
市独自で監査項目に子どもの最善の利益を考慮した適切な保育の実践につい
て追加したり、適正な保育の質についてチェックする等できるように

• 10月中に、三重県と市との間で、不適切保育等に関する監査の

項目、実施方法等を協議し、チェック機能の強化を図る。 14

不適切保育の再発防止に向けた市の対応方針



３．不適切保育の疑いのある事案発覚時の対応

４．組織風土の改革

（１）管理職の意識改革

＜第三者委員会の提言＞
早期の事実確認及び調査、客観的資料の精査、三重県との情報共有等の対応
について整理し、今後の対応に備える

• 今後作成するマニュアル等に沿って、事案発覚時、適切な情報収

集及び聴き取りを行い迅速な対応を図る。また、早い段階で保

育士、臨床心理士等の派遣を行い、園への助言を行う。

＜第三者委員会の提言＞
管理職としては、不適切保育など、市民に危険が及ぶ状況を認知した場合、リー
ダーシップをとって早期の対応をすることが必要

• 10月中に、子どもに関わる教育や福祉部署で合同の管理職向

けの研修を実施する。 15

不適切保育の再発防止に向けた市の対応方針



（2）公立優先の考え方の改め

＜第三者委員会の提言＞
市として「公立優先」の考え方が潜在的に存在するのであれば、改めることを望
む

• 私立保育園等に勤務する保育士との座談会を開催し、意見交換

を行う。また、園への巡回を通して、私立の就学前施設との情報

共有及び連携の強化を図る。

• また、公立保育所や民間事業者の専門職員等が、希望する市内

の就学前施設において、発達支援、栄養指導、看護指導、労務管

理など幅広い分野で助言できるよう、テーマと講師の一覧を作

成し、各施設に提供するなどして、その機会の確保を図る。
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不適切保育の再発防止に向けた市の対応方針



市長カフェ（市長と保育士との座談会）の開催

参加した保育士の主な意見

【保育士として今後も長く働くための希望について】

➢ 保育で余裕を持てるような配置基準の改善。

➢ 給与面について、責任や業務量に応じた給与体系の見直し。

➢ 発達支援に関する専門職の配置や余裕のある人員配置の改善。

➢ 保育士確保のため、若い保育士の離職防止、保育のやりがい等PR。

➢ 事務作業等が多く、本来業務の保育に重心を置くための環境改善。

➢ 経験年数に応じた研修機会や、他園との交流の場の提供。

➢ 子どもたちの日々の成長が感じられ、

保護者とともに喜びあえることが

やりがいにつながっている。



人口減少対策パッケージ14万リバウンドプラン

桑名市版子ども応援手当の支給開始！
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国の検討は2025年2月支給分からの予定



今の子ども・若者の考えや気持ちに寄り添った施策を
実施し将来の「生産年齢人口」を獲得・確保する

フェーズ③
流出抑制等

フェーズ②
定着環境整備

「生産年齢人口」が子育てしやすい環境を整
える

桑名市版子ども応援手当の支給開始！

人口減少対策パッケージ14万リバウンドプラン

フェーズ①
流入促進 「生産年齢人口」の外部からの流入を促進する
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桑名市版子ども応援手当の支給開始！

＜桑名市版子ども応援手当＞

市独自の手当を支給

所得制限により児童手当（特例給付含む）を受けられない方と
児童手当の対象ではない高校生（18歳年度末まで）の保護者へ

児童手当の所得基準 0歳から中学生まで 高校生相当

保護者の所
得（収入）

所得上限限度額未満
収入額の目安：1,200
万円未満

児童手当の対象
※年齢・所得により月
額5,000円～
15,000円

＜New＞
市独自手当の対象
月額5,000円

所得上限限度額以上
収入額の目安：1,200
万円以上

＜New＞
市独自手当の対象
月額5,000円

注意1：収入額の目安は、税法上の扶養親族数が3人（配偶者と児童2人）で、収入が給料のみの場合のものです。
注意2：手当の金額は、児童一人あたりのものです。

県内初
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＜概要＞

・対象児童数（R5予算ベース） 5,000人

（所得超過概ね1,000人＋年齢拡大概ね4,000人）

・支給時期：６月分から支給対象とし、10月下旬から支給開始

（６月から９月分は10月に支給、10月から１月分は２月に支給）

・支給額：子ども１人当たり月額5,000円

・令和５年度当初予算額 2億1,660万８千円

桑名市版子ども応援手当の支給開始！県内初

＼ ＼ これまでの行財政改革により財源を創出！ ／／
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（仮称）大山田ＰＡスマートインターチェンジが

準備段階調査箇所に採択されました！

22
※本図は、イメージパースであり変更する場合があります。

至 四日市方面

大山田PA
（上り）

大山田PA
（下り）

至 名古屋方面



国土交通省ホームページにてプレスリリース

【出典：国土交通省ＨＰ】
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スマートインターチェンジ事業化までの流れ

【出典：国土交通省ＨＰ】
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都市計画道路 「桑名北部東員線」 整備に向けて

産業誘導
ゾーン

桑名東IC

桑名IC

住宅団地

（仮称）大山田PAスマートIC

【（都）桑名北部東員線】
H4・8・28事業認可された播磨特
定土地区画整理事業区域内及び、
その周辺地区の自動車交通に対処
するため、同じくH4・8・28に
（都）大山田播磨線ともに都市計画
決定された。

起点 桑名市大字播磨字鳥打
終点 東員町大字穴太字東往還
延長 8,450m

（令和4年度）
道路橋りょう予備設計着手
東名阪オーバーパス部

（令和5年度）
橋梁予備設計着手

（令和5年6月）
整備基金10億円積立

（仮称）大山田ＰＡスマートＩＣと一体的に整備してまいります 25



令和５年度

自動運転実証調査事業を実施します
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自動運転実証調査事業を実施します

国の補助金を活用し、将来的なレベル４自動運転移動サービスの実現を目指す
実証調査事業を実施します！

概要

➢ 少子高齢化に伴う運転手不足など、地域公共交通を取り巻く課題に対応するた
め、将来的に持続可能な公共交通としての自動運転移動サービスを提供するた
めの実証調査事業を実施します。

➢ 観光需要が見込まれるナガシマスパーランド⇔なばなの里ルートで実験を行う
ことで、技術特性や住民の移動需要を整理し、将来的には広く公共交通に活用
することを見据え、具体的なサービス実装に向けた検討を行います。

国土交通省「地域公共交通確保維持改善事業費補助金（自動運転実証調査事業）」
※補助額：8,000万円

補助事業

令和５年11月下旬～12月下旬
※一般の方のご試乗は別途ご案内いたします

実施時期

三重交通株式会社

運行事業者
27



公道ルート

駐車場内

なばなの里

ナガシマスパーランド

ナガシマスパーランド駐車場

ナガシマスパーランド駐車場内での移動に加え、なばなの里までの公道走行も実施します。
また、それぞれの車両は運行管制システムにより接続し、スムーズな乗り換えが可能となります。

運行管制システムによる接続

自動運転実証調査事業を実施します
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J6（ティアフォー製自動運転EVバス）

◼ 乗車定員：25名（実験中の試乗枠 13名）
◼ 最高速度：車両機能上限 70km/h

（実験時の上限 40km/h）

GSM8（ティアフォー製グリスロ自動運転車両）

公道ルートにおいては公共交通としての運用を想定し大量輸送を可能とするバスタイプの車両を、ナガシマ
スパーランド駐車場内では安全性やデザイン性を重視し、グリーンスローモビリティ車両を採用します。
なお、ゼロカーボンシティの理念を踏まえ、いずれの車両もEVとなります。

自動運転実証調査事業を実施します

◼ 乗車定員：９名（実験中の試乗枠 ７名）
◼ 最高速度：車両機能上限 19km/h

（実験時の上限も同様） 29



自動運転実証調査事業を実施します

自動運転車両に取り付けたカメラにより、遠隔から車両の内外を監視可能なシステムを搭載します。
また、車両の予約や運行の状況をリアルタイムに監視可能な運行管制システムも搭載することで、交通事業者
の具体的な役割についても実際に体験することが可能となっています。
今回は１人の監視員が２台の車両を監視する体制を実験し、省人化による運行コスト削減の可能性を探ります。
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桑名市と郵便局との連携促進

マイナンバーカードの一部手続きが
郵便局でできるようになります
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取扱い内容

①電子証明書の更新

②暗証番号の初期化

日本郵便株式会社へマイナンバーカードの一部事務を業務委託

取扱い郵便局

桑名郵便局 桑名正和郵便局 桑名七和郵便局

桑名深谷郵便局 桑名播磨郵便局

開 始 日

令和５年１０月５日（木）

マイナンバーカードの一部手続きが
郵便局でできるようになります
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桑名市のマイナンバーカードの状況（令和５年８月末）
交付枚数 108,712枚（交付率77.9％）

年度毎の交付枚数

33,245 

22,935 

23,259 

3,224 

2,894 

2,721 

8,818 

202 

R4年度

R3年度

R2年度

H31年度

H30年度

H29年度

H28年度

H27年度

マイナンバーカードの一部手続きが
郵便局でできるようになります
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カード発行日から５回目の誕生日

マイナンバーカード電子証明書の有効期限

カードの更新手続きが今後も必要

混雑緩和窓口分散

カード発行日から申請者の10回目の誕生日（カード発行日
に18歳未満の方は５回目の誕生日まで有効）

マイナンバーカードの有効期限

マイナンバーカードの一部手続きが
郵便局でできるようになります
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忍藩
（埼玉県行田市）

白河藩
（福島県白河市）

桑名藩
（三重県桑名市）

阿部家 松平越中守家

松平下総守家

これをきっかけに平成１０年、行田市・桑名市・白河市の三市は友好都市を締結

文政6年（1823）三方領知替
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Ⅰ 三市ゆかりのはじまり
ー文政六年「三方領知替」と忍・桑名・白河―

Ⅱ 御家門と譜代―徳川家と三家―

Ⅲ 武門の遺産（レガシー）
―三家と忍・桑名・白河―

三方領知替えに関する史料や、現在話題の徳川家康に関す
る史料など、全68件中桑名会場では57件を出品予定（うち
重要美術品１、県指定文化財１、市指定文化財14件）。
• 白河会場 8/11～9/10

• 行田会場 9/16～10/15

• 桑名会場 10/28～11/26

「武門の遺産（レガシー）」

三方領知替200年 行田市・桑名市・白河市友好都市締結25周年記念合同企画展
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《徳川家康自筆書状》忍東照宮蔵・行田市郷土博物館寄託

埼
玉
県
指
定
文
化
財
《
黒
糸
威
二
枚
胴
具
足
》

忍
東
照
宮
蔵
・
行
田
市
郷
土
博
物
館
寄
託

重要美術品《刀 無銘（名物横須賀江）》小峰城歴史館寄託

行田市・桑名市・白河市と三市の協働による展覧会

38

大坂の陣
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主催：行田市・桑名市・白河市合同企画展実行委員会

期間：桑名市会場 １０月２８日（土）～１１月２６日（日）

開館時間：午前９時30分から午後５時まで

（入館は閉館の30分前）

入 館 料：大人[高校生以上]500円

催し：三市の学芸員による合同展示解説

１０月２８日（土） ３館学芸員

１１月１２日（日） 桑名・白河学芸員

１１月１８日（土） 桑名・行田学芸員

限定御城印（300円）

「武門の遺産（レガシー）」

三方領知替200年 行田市・桑名市・白河市友好都市締結25周年記念合同企画展
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令和５年10月28日(土)～11月26日(日)
桑名市博物館特別企画展「武門の遺産(レガシー)」

●子育て世代を応援
●若い世代に地域の歴史・文化に気軽に触れる機会の創生

・展覧会期間中の土・日・祝 高校生・大学生入館料無料
・お子さんの一時預かりの利用者および大学生以下のお子さまと

一緒に来られた保護者３名まで入館料無料 通常入館料高校生以上500円

●地域貢献事業
「桑名ほんぱく」桑名市博物館主催事業への三菱UFJ銀行桑名支店行員の
ボランティア参加

桑名市金融協会との包括連携協力協定(H28.2)

MUFG子育て応援コーポレーションデーの実施

学んでトクする？この秋の土日祝は家族で桑名市博物館へ！
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六華苑竣工110周年記念事業開催
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六華苑竣工110周年記念事業

おやこで楽しむコンサート♪

クラシックのテクニックをベースに洋楽

アーティストの楽曲をカバーしている

女性カルテット『 1966カルテット』の

ヴァイオリンの２人が登場！誰もが耳

馴染みのあるクラシック音楽からディ

ズニー音楽と、子どもから大人まで楽

しめる音楽会を開催します。

日時：10月28日（土）
14：00～15：00（13：30開場）

場所：六華苑芝生広場 ※雨天の場合は室内
申込：不要

料金：入苑料のみ

花井 悠希さん
（三重県出身）

松浦 梨沙さん

概 要

※この事業は、公益財団法人くわしん

福祉文化協力基金の助成を受けて

実施します。

記念イベント（六華苑 de あそぼう）
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ワークショップ フォトフレーム作り&絵本よみきかせ

桑名市在住の絵本作家はっとりひろきさんに

よるワークショップを開催します。はっとりさ

んと桑名市のコラボ絵本に登場するキャラク

ターのフォトフレーム作りと絵本の読み聞かせ

を行います。

日時：10月29日（日）
①10：00～12：00 ②14：00～16：00

場所：六華苑会議室
対象：小学生までの方 定員：各回30人
申込：要事前申込（先着順）
申込開始：１０月１０日（火）午前９時から
申込方法：専用の申込フォームから
料金：入苑料のみ

概 要

記念イベント（六華苑 de あそぼう）

※この事業は、公益財団法人くわしん

福祉文化協力基金の助成を受けて

実施します。

六華苑竣工110周年記念事業

申込フォーム
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六華苑竣工110周年記念コラボ企画

▲イメージ

六華苑の竣工110周年記念企画として桑名の絵

本作家はっとりひろきさんと桑名市がコラボして、

「ケロッカとクワッカ」の絵本を作成しました。

この絵本に描かれているケロッカとクワッカの兄

弟が住んでいる家は、六華苑の洋館と和館がモデ

ルとなっています。

※初版限定※

ケロッカとクワッカによる六華苑のお話を絵本カ

バー裏側に掲載！

販売場所：六華苑や全国の本屋

定価：1,200円（税抜き） 44



「桑名市職員の60歳到達以降における三重交通㈱

への転籍に関する協定」について
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桑名市職員の60歳到達以降における三重交通㈱への転籍に関する協定

開催日時・場所

１０月４日（水）午後2時45分から 市役所3階第2会議室

協定先

概 要

三重交通株式会社

定年延長の実施に併せ、60歳に到達した消防職員が、本人の希望に基づい

て三重交通株式会社へ転籍し、知識や経験を活かしてバス運転手として働

くことで、公共交通の維持・確保に寄与するとともに、職員のやりがいを得

ようとするもの。

全国初!!
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